
太平洋南部キンメダイの広域資源管理 

１ 資源の現状 

キンメダイは、我が国では北海道釧路以南の太平洋と新潟県以南の日本海に分布し、その

うち太平洋岸では房総半島から伊豆半島沿岸、御前崎沖、伊豆諸島周辺、四国沖、南西諸島

周辺海域などを主な漁場として、底立延縄、立縄、樽流し、一本釣り等によって漁獲されて

いる。この他、小笠原公海、南西諸島周辺、中部北太平洋公海域の天皇海山周辺海域等にお

いても、底立延縄、底刺網、トロール等によって漁獲されている。 

一都三県（東京都、千葉県、神奈川県、静岡県）における 2005〜2009 年のキンメダイの

漁獲量は 7,000 トン台で安定していたものの、2010 年以降は減少傾向にあり、2019 年には

4,637 トンとなっている。関東沿岸から伊豆諸島周辺海域におけるキンメダイ資源の水準は

低位、動向は減少であると判断される。 

２ 関連漁業種類 

（１）自由漁業 立縄漁業

（２）知事許可漁業（東京都、静岡県） 底立てはえ縄漁業

（３）太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 底刺し網

３ 資源管理の方向性(目標、期間等) 

キンメダイ資源を持続的・安定的に利用していくためには、漁獲努力量水準を適切に維

持、管理するための取組が重要である。 

このため、一都三県の自由漁業を営む漁業者が取り組んでいる資源管理措置を継続または

強化していくことにより、資源量を回復させることを目標とする。 

４ 資源管理措置 

（１）関係漁業者の合意の下で、下記のとおり漁獲努力量の削減措置を実施。

各海域できめ細かい措置が機動的に講じられている。

① 立縄漁業(自由漁業)及び底立てはえ縄漁業(知事許可漁業)

都県名 関係漁業者の操業海域 取組内容 

千葉県 銚子沖、勝浦沖、東京湾口、伊豆諸島 ※ 各地の事情により、以下

取組を組合せて実施。 

・小型魚の再放流

・漁具･漁法の制限

・休漁日・休漁期間の設定

・操業規制区域の設定

・使用済漁具廃棄の禁止等

東京都 

大島周辺、利島周辺、新島(含式根島)周

辺、神津島周辺、御蔵島･イナンバ、 

三宅島周辺、八丈島(青ヶ島含む)周辺 

神奈川県 東京湾口、伊豆東岸、伊豆諸島、静岡県

御前崎沖（静岡県知事許可） 

静岡県 伊豆諸島、静岡県地先 

資料１－１ 
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② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 委員会指示第 34 号）

ア 休漁の設定

小型魚や産卵親魚の保護育成のため、次の海域（第１紀南海山、第２紀南海山、駒橋第

２海山）においては、11 月 1 日から翌年３月 31 日までの間において、１ヶ月間の休漁を

実施する。 

イ 小型魚の保護（全長制限）

小型魚の保護育成のため、全長 28 センチメートル未満のキンメダイは水揚げをしな

い。 

ウ 漁具の制限

操業にあたっては、内径で 120 ミリメートル以上の網目を有する漁具を使用する。

また、漁具の長さは一連につき 600 メートル以内とし、１回の操業において投網でき

る連の数は５連までとする。 

③漁場環境の保全措置

操業にあたっては漁具の流出を極力防止するとともに、漁場等において逸失漁具を発

見した場合は、自主的に回収するよう努めている。 

（２）漁獲努力量の削減措置については、これまでの実施体制及び措置内容を尊重しつつ、

各地域及び漁業種類ごとの事情を勘案し、関係漁業者間の合意の下で、現在の取組をさ

らに進めていくこととする。

５ 関係者間の連携体制 

従前より、キンメダイ資源管理は「一都三県キンメダイ資源管理実践推進漁業者協議会」

を通じて議論を重ね実践してきたが、平成 26 年に同資源の持続的利用を確保するための予

防的措置の取りまとめに向けた検討を行うため、協議会の下に各都県の漁業者代表、行政・

研究担当者、水産庁及び（国研）水産研究・教育機構で構成される「漁業者代表部会」を設

置し、年２回程度、同部会を開催することとしている。 

昨年の漁業者代表部会は 10 月 16 日にウェブ会議で開催した。会議では、水産庁から、資

源を回復させるために試行的に数量管理の導入を提案したところ漁業者から 

・拙速なＴＡＣ管理の導入は反対

・各浜によってこれまでの資源管理の取組状況が異なることから、それを考慮して欲しい

・きめ細かく浜周りして各地域の実情をしっかりと把握してから数量管理の導入を検討

して欲しい

と、数量管理の導入に対して慎重な考えが示され、その後、水産庁と水産研究・教育機構が

浜周りを行い、各地区の声を聞いていたが、本年１月に緊急事態宣言が発令され浜周りは一

時中断している。なお、２月にウェブ会議で開催された「一都三県キンメダイ資源管理実践

推進漁業者協議会」にこれまでの経緯を報告したが、引き続き数量管理の導入に対して慎重

な考えが示されたところ。 

今後も、関係漁業者とともに資源管理措置の改善について検討し、コンセンサスを得てい

くこととする。 
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太平洋南部キンメダイ資源管理の令和２年度の取組状況

【広域資源管理の取組状況】

① 立縄漁業及び底立てはえ縄漁業

海域ごとに小型魚の再放流、漁具・漁法の制限、休漁日・休漁期間の設定及び操業規制

区域の設定等の措置を実施。

図 千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、高知県のキンメダイ漁獲量の推移

② 底刺し網漁業（太平洋広域漁業調整委員会承認漁業）

太平洋広域漁業調整委員会指示第三十四号に基づき、きんめだい底刺し網漁船１隻を

承認。また、小型魚や産卵親魚保護のための期間休漁（11 月 1 日～3 月 31 日までの間の

うち 1 ヶ月）、小型魚の保護（全長制限）、漁具の制限等の取組を実施。 

（参考）キンメダイ底刺し網漁業（委員会承認分）漁獲量

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

17 ﾄﾝ 18 ﾄﾝ 27 ﾄﾝ 22 ﾄﾝ 35 ﾄﾝ 29 ﾄﾝ 73 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 46 ﾄﾝ 41 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 

※各年 1～12 月の漁獲量を集計
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太平洋広域漁業調整委員会指示第三十八号（案）の概要

きんめだいをとることを目的とする刺し網漁業については、大臣許可漁業、知事許可漁業

及び漁業権漁業が営まれている海域を除く海域では、自由漁業として営まれている。

こうした中、きんめだい資源の管理・回復を図るため我が国ＥＥＺ内の下記の規制海域に

おいて、きんめだいをとることを目的とする底刺し網漁業に係る規制（委員会承認制等）を

行うもの。

（※）漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）第２条第６号に規

定する太平洋底刺し網等漁業

１ 操業の承認

下記(１)の規制海域において、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間、下記

(２)のきんめだい底刺し網漁業を営もうとする者は、使用する船舶ごとに太平洋広域漁業

調整委員会の承認を受けなければならない。

(１) 規制海域

北緯35度以南で次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の太平洋の海域のうち我が国の

排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く）。

ア 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線

イ 東経133度の経線が四国南岸の最大高潮時海岸線と接する点から正南の線

（２） きんめだい底刺し網漁業

動力漁船により底刺し網を使用してきんめだいをとることを目的とする漁業（ただ

し、都道府県知事の管轄に基づく漁業を除く。）

２ 承認の対象者

委員会指示第三十四号の承認を受けて、きんめだい底刺し網漁業を営んだ実績を有する

者で、当該実績に係る船舶又はその代船を当該漁業に使用する者

【参 考】規制海域

資料１－３
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金目鯛漁業に関する底刺し網漁業者と底立はえ縄漁業者の合意（概要） 

○趣 旨

伊豆諸島周辺水域及び伊豆諸島西部の我が国排他的経済水域で周囲を囲

まれた公海における金目鯛漁業について、資源保護と漁場利用秩序の確

保、漁場環境の保全等を図り、金目鯛漁業の存続と発展に資するもの。 

○協定の締結者

全国金目鯛漁業者協会、全国底立はえ縄漁業者協会

きんめだい底刺し網漁業者

○合意年月

平成１４年１１月

○主な内容

伊豆諸島周辺海域及び伊豆諸島西部の公海海域において、海域や期間等

を制限した操業等のルールが合意されている。 

（参考資料） 
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法
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）
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関

い
ず
み

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
の
承
認
に
係
る
委
員
会
指
示

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
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こ
ろ
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。「

規
制
海
域
」

北
緯
三
十
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度
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緯
線
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本
州
東
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の
最
大
高
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時
海
岸
線
と
接
す
る
点

（１）

か
ら
正
東
の
線
以
南
、
次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
か
ら
成
る
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域
の
う

ち
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
（
内
水
面
を
除
く
。
）

ア

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に

至
る
直
線

イ

東
経
百
三
十
三
度
の
経
線
が
四
国
南
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
正
南

の
線

「
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
」

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
漁
業
で

（２）
あ
っ
て
、
動
力
漁
船
に
よ
り
底
刺
し
網
を
使
用
し
て
き
ん
め
だ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業

イ

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条

第
五
項
に
規
定
す
る
共
同
漁
業

ロ

法
第
六
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
営
む
共
同
漁
業

ハ

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
規
則
に
定
め
る
知
事

許
可
漁
業

２

操
業
の
承
認

規
制
海
域
に
お
い
て
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
、
き
ん

め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
、
太
平
洋
広
域
漁
業
調

整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

承
認
証
の
交
付
及
び
備
付
け
義
務

委
員
会
は
、
２
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
承
認
証
を
交

（１）
付
す
る
。

資料１－４
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前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
漁
業
を
営
む
期
間
中
、
当

（２）
該
承
認
証
を
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

承
認
番
号
の
表
示

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
の
船
橋
の
両
側
の
見
や
す
い
場
所
に
別
記

様
式
第
二
号
に
よ
り
当
該
船
舶
に
係
る
承
認
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
承
認

に
係
る
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

漁
獲
成
績
報
告
書

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
へ
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が

別
に
定
め
る
。

７

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
三
年
三
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。

資料１－４
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別記様式第一号

きんめだい底刺し網漁業承認証

承認番号

住 所

漁 業 者

氏名又は名称

船 名 総トン数

船 舶

使用権の

漁船登録番号 種類

漁業根拠地

操業承認期間 年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日

太平洋広域漁業調整委員会会長
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別記様式第一号（記載例）

きんめだい底刺し網漁業承認証

承認番号 太広委底第○号

住 所 ●●県●●市●●町●番●号

漁 業 者

氏名又は名称 ●●水産株式会社

船 名 ●●丸 総トン数 ●●トン

船 舶

使用権の

漁船登録番号 ●●●－●●● 種類 ●●●

漁業根拠地 ●●県●●市

操業承認期間 令和３年 月 日から令和４年 ３月３１日まで

年 月 日

太平洋広域漁業調整委員会会長
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別記様式第二号

太広委底○○○

備考 各文字及び数字は次により明瞭に表示すること。

（１）○○○の部分には、当該船舶に係る承認番号を表示すること。

（２）大きさは15センチメートル以上、太さは３センチメートル以上、間隔は４センチメ

ートル以上とする。

（３）文字及び数字は黒色とする。

（記載例）

太広委底１

太 広 委 底 １
15cm 以上 4 c m 3 cm

以上 以 上
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きんめだい底刺し網漁業の承認に関する事務取扱要領(案)

令和３年３月16日

太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）指示第三十八号（以下「指示38

号」という。）のきんめだい底刺し網漁業を営むことの承認に関する事務の取扱につき、

以下のとおり定める。

１ 事務処理の専決及び結果報告

本事務取扱要領に基づく承認の事務処理は、委員会会長の専決事項として処理し、委

員会会長は直近の委員会に承認の状況その他必要な事項を報告するものとする。

２ 承認の対象者

承認の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１）委員会指示第三十四号（以下「指示34号」という。）の承認を受けて、きんめだい

底刺し網漁業を営んだ実績を有する者で、当該実績に係る船舶又はその代船（当該実

績に係る船舶の使用を廃止し、これに代わって使用する他の船舶）を当該漁業に使用

する者。

（２）指示34号の承認を受けて、きんめだい底刺し網漁業を営んだ実績を有しない者で

あっても、やむを得ない事由によるものであることを委員会が特に認めた者。

（３）（１）又は（２）に該当する者から相続、法人化により経営を承継した場合等で、

委員会会長が特に必要と認めた者。

３ 操業の承認をしない者

前項の規定にかかわらず、委員会により指示34号に基づく承認を取消され、その取消

しの日から１年を経過しない者。

４ 承認の申請

指示38号の２の承認（以下「承認」という。）を受けようとする者は、別表に掲げる

必要な書類を、４月30日までに委員会事務局（「水産庁資源管理部管理調整課」をいう。

以下「事務局」という。）に提出しなければならない。

５ 承認期間中の承認の申請

次の各号のいずれかに該当する場合で、承認を受けようとする者は、別表に揚げる必

要な書類を、事務局に提出しなければならない。

（１）承認を受けた者が、当該承認に係る期間中に、当該承認に係る船舶を当該承認に係

る規制海域において当該承認漁業に使用することを廃止し、当該承認に係る期間の残

存期間につき、他の船舶について承認を申請する場合

（２）承認を受けた者が、当該承認に係る期間中に、当該承認に係る船舶が滅失し、又は

沈没したため、当該承認に係る期間の残存期間につき、他の船舶について当該承認を

申請する場合
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（３）承認を受けた者から、当該承認に係る期間中に、当該承認に係る船舶を譲り受け、

借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割等の事由により

当該船舶を使用する権利を取得して当該承認に係る規制海域において当該承認漁業を

営もうとする者が、当該承認に係る期間の残存期間につき、当該船舶について承認を

申請する場合

６ 承認証の書換交付の申請

承認を受けた者（共同経営、相続又は合併等により当該承認を受けた者の地位を承継

した者を含む。）は、承認証の記載事項に変更を生じたときは、別表に掲げる必要な書

類を、速やかに、事務局に提出しなければならない。

７ 承認証の再交付の申請

承認を受けた者は、承認証を亡失、又はき損したときは、別表に掲げる必要な書類を、

速やかに、事務局に提出しなければならない。

８ 承認証の返納

承認を受けた者は、当該承認に係る期間が経過したとき、又は当該承認がその効力を

失い、若しくは取消されたときは、速やかに、その承認証を事務局に返納しなければな

らない。

９ 漁獲成績報告書の様式及び提出期限

承認を受けた者は、様式第８号による漁獲成績報告書を、当該承認漁業の航海ごとに、

当該航海の終了後１ヶ月以内に事務局に提出しなければならない。

10 裏付け命令の申請

委員会は、国及び県の漁業取締機関から、指示38号に違反したことを現認し指導した

が是正が期待できないとの報告を受けたときは、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十

七号）第百二十一条第四項で準用する同法第百二十条第八項の規定に基づき、必要に応

じて農林水産大臣に対して、当該違反者に当該委員会指示に従うべきことを命ずべき旨

を申請する。
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別 表

きんめだい底刺し網漁業承認申請等に必要な書類の一覧表

承認期間 承認期間中の申請 書換申請 再交付

前申請 代 船 承 継 記載事項 相続・合

の変更 併

申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

漁船登録原簿謄本 ○ ○ ○ ○ ○

船舶検査証書写し ○ ○ ○ △ △

船舶使用承諾書 △ △ △ △ △

代表者選定届 △ △ △ △ △

定款及び登記簿謄本 △ △ △ △ △

年間操業計画書 ○ ○ ○

海難事故報告書写し △

廃業届 △ ○ ○

紛失届 ○

相続相関図 △

相続同意書 △

戸籍謄本 △

合併契約書 △

旧承認証 △ ○ ○ ○ △

（別表注）

１．申請書は、別紙様式第１号によること。

２．船舶使用承諾書は、別紙様式第２号によること。

３．代表者選定届は、別紙様式第３号によること。

４．年間操業計画書は、別紙様式第４号によること。

５．廃業届は、別紙様式第５号によること。

６．紛失届は、別紙様式第６号によること。

７．相続同意書は、別紙様式第７号によること。

８．○印を付した書類は必須のものであり、△印を付した書類は添付書類注釈を参照

し、該当する申請のみに添付すること。

（添付書類注釈）

１．船舶検査証書写しは、船舶検査証書が必要な漁船は添付する。

２．船舶使用承諾書は、申請に係る船舶が、自己所有船以外の場合に添付する。船名、

船舶の使用期間、使用権の種類、賃借権の額及びその他必要な事項が記載されてい

るものとする。

３．代表者選定届は、共同経営の場合に添付する。

４．定款及び登記簿謄本は、申請者が法人である場合に添付する。同一事業年度に再

度申請する場合には、申請理由書にその旨を明記し、添付を省略できる。

５．旧承認証は、操業期間中の場合は写しを添付する。

６．漁船登録原簿謄本は、証明後３か月以内のものとする。
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別紙様式第１号

きんめだい底刺し網漁業承認申請書

年 月 日

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

下記によりきんめだい底刺し網漁業に係る太平洋広域漁業調整委員会の承認を受けたい

ので、関係書類を添えて申請します。

記

１ 使用する船舶

（１）船名

（２）漁船登録番号

（３）船舶総トン数

（４）使用権の種類：（自己所有船、使用貸借権、賃借権）

（５）通信機器の種類

（６）電波機器の種類

２ 漁業根拠地

３ 主な操業区域

４ 主な漁獲物等陸揚港

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。

２．通信機器は、無線１Ｗ、船舶電話等を記載すること。

３．電波機器は、レーダー、ＧＰＳ等を記載すること。
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別紙様式第２号

船 舶 使 用 承 諾 書

年 月 日

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 殿

住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

貴殿が、下記の船舶をきんめだい底刺し網漁業に使用することを承諾します。

記

１ 漁船登録番号

２ 船 名

３ 船舶総トン数

４ 使用権の種類 使用貸借権

賃 借 権（賃借料） （月 円也）

５ 使用期間 年 月 日 から 年 月 日まで

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４にすること。

２．賃借料が定額でない場合は、理由を付すこと。
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別紙様式第３号

代 表 者 選 定 届

年 月 日

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

下記の者を 丸に係るきんめだい底刺し網漁業の共同経営者の代表者に選定し

たので、届け出ます。

記

氏 名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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別紙様式第４号

年 間 操 業 計 画 書

年 月 日

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

船名： 丸（漁船登録番号： ）

漁 業 者 漁 業 種 類 操 業 区 域 期 間

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。

２．当該船舶の年間従事する漁業種類をすべて記入すること。

３．１枚で記入できない場合には、適宜追加して記入すること。
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別紙様式第５号

廃 業 届

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

下記の船舶は、きんめだい底刺し網漁業に使用することを廃止します。

記

１ 船名

２ 船舶総トン数

３ 漁船登録番号

４ 承認番号

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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別紙様式第６号

紛 失 届

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿

申請者住所

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

下記の船舶に係るきんめだい底刺し網漁業の承認証を紛失したので、関係書類を添えて

届け出ます。

記

１ 船名

２ 船舶総トン数

３ 漁船登録番号

４ 承認番号

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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別紙様式第７号

相 続 同 意 書

年 月 日

殿

住所

氏名又は名称

下記のきんめだい底刺し網漁業について、貴殿が相続することに同意いたします。

記

１ 船名

２ 船舶総トン数

３ 漁船登録番号

４ 承認番号

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とすること。
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別紙様式第８号

きんめだい底刺し網漁業漁獲成績報告書

報告年月
太平洋広域漁業調整委員会 船 名

日
会 長 殿

報告取扱
総トン数 氏名

責任者
住 所

所持した 船 長 氏名

氏名又は名称 漁具の数
漁業根拠

量
地

冷凍能力 トン／日

年 月 日 航海 漁獲物等
日

出入港月 出港 日数 陸揚港

日 年 月 日 操業
日

入港 日数

使用漁具 操業 魚種別漁獲量（㎏） 漁場の水深、
月 日 操業位置

の数量 回数 ｷﾝﾒﾀﾞｲ 計 その他の事項

〔備考〕

１．用紙は、日本産業規格Ａ４とする。
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